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交付金銭のお支払いのご案内 

 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、2025 年６月 30 日開催の臨時株主総会において、当社普通株式（以下「本株式」と

いいます。）1,001,600 株を１株に併合する株式併合に関する議案をご承認いただき、これ

に伴い、2025 年７月 17 日付けで本株式は上場廃止となるとともに、株式併合の効力発生日

である 2025 年７月 22 日をもって株主の皆さまが保有する株式は１株未満の端数となりま

した。 

この株式併合の結果生じました１株未満の端数株式につきましては、当社において一括取

りまとめの上、法定の手続により処分し、その端数株式の割合に応じ、処分代金を、下記の

お支払方法にてお取り扱いさせていただきますのでご案内申し上げます。 

なお、お支払いに関しましては、株主の皆さまにおいて確定申告が必要になる場合がござ

いますので、ご承知おきください。また、本件に係る税務に関するお問い合わせ等につきま

しては、最寄りの税務署または税理士等の専門家にご相談いただきますようお願い申し上げ

ます。 

末筆ながら、これまでの当社へのご支援に心より御礼申し上げますとともに、今後もこれ

までと変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。 

敬具 

記 

 

1. お支払いする金額 

 株式併合前にご所有の本株式１株当たり金 1,800 円に相当する金額をお支払いいたし

ます。株主の皆さまへの具体的なお支払金額につきましては、同封の「交付金銭計算

書」に記載のとおりでございます。 

 

2. お支払い方法 

（1）本株式の配当金につき振込口座をご指定されている株主様 

交付金銭を、2025 年 10 月 15 日（水）に、ご指定の口座にお振り込みいたしま

す。なお、ご指定の口座へのお振り込みができなかった場合には、後述の（2）②と

同様の方法でお支払いいたします。 



（2）本株式の配当金につき振込口座をご指定されていない株主様 

① 同封の「交付金銭領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局（銀行

代理業者）のお取扱い窓口にてお受け取りいただくことになります。払渡しの期

間は、2025 年 10 月 15 日（水）から 2025 年 11 月 14 日（金）までとなりますの

で、お早めにお受け取りくださいますようお願い申し上げます。 

② 配当金の振込口座のご指定がなく、お支払い金額が 50,000 円以上となる法人の

株主様には、追って貯金事務センターより送付されます、ゆうちょ銀行の「通常

現金払（払出証書）」により、ゆうちょ銀行または郵便局（銀行代理業者）に

て、お受け取り願います。 

なお、払出証書につきましては、お手許に届くまで多少日数を要しますので、あ

らかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。 

（3）本株式の配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」とされている株主様 

本株式が上場廃止となったことにより、証券会社を通じてお受け取りいただけない

ことから、上記（2）と同様の方法でお支払いいたします。 

 

3. お問い合わせ先 

 ご不明な点につきましては、以下の連絡先までお問い合わせください。 

 

（連絡先） 

東京都府中市日鋼町１－１ 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

電話 0120－232－711（通話料無料） 

利用時間 土・日・祝日等を除く９：00～17：00 

 

以上 


